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第１章　ソバ栽培・輸送・加工に係る現状と課題

１－１　調査結果の要約

１－１－１　日本ソバ栽培の現状と課題

（1）現　状

①　肥料反応、播種時期比較、播種量に関する栽培試験結果に基づく栽培指針が策定されて

おり教材を用いた普及活動に活用されている。

②　2003 年のコーカン特別区・ラオカイにおける降雨量は平年の半分で、ソバの旱魃害が

あった。雨期、乾期の明瞭な降雨量差に加え年較差も大きく、10 年間（1994 ～ 2003 年）

の年間平均降雨量 1,444mm に対し、2003 年は 70mm であり、他の夏作物も含め旱魃が低

位生産の一大要因となった。

③　2003 年コーカン特別区の栽培対象地の集荷量は平均的に買取量上限の５バスケット／

エーカー（106kg/ac）に達していない。ムセ県では上限枠拡大を望む農家が多かった。

④　同村内においても農家間の収量差は大きく、300kg／エーカー以上の生産をあげている

農家もあるが、作付けに参加しながら収穫物を販売していない農家もある。

⑤　日本ソバ・キタワセ種の生産性（収量）向上の可能性は大である。栽培指針が実践され

れば１ｔ/ha（400kg/ac）は可能。ムセ地区ではそのレベルの収量をあげている農家も少な

くない。

⑥　ムセ、チャウメ地区主要対象地の農家あるいは農家グループ当たり作付規模はコーカン

特別区に比して大きく、生産性が高い。コーカン特別区は生産環境の厳しい地区が多い。

耕作地の制約に加え作付希望者に種子を平等に配分しようとするあまり、適地でなくとも

作付けている例があった。北斜面での栽培は日照不足により低収量の原因になっている。

⑦　ソバをトウモロコシや陸稲の収穫後に作付ける場合には播種期が遅れることがあり、高

標高地帯では低温障害や霜害を受けているケースがある。

（2）栽培上の課題

①　ソバの生産にとって重要な技術的要因は、圃場準備、適期播種、適正播種密度、施肥で

ある。特に、適期播種と施肥は重要で、日本ソバの生産性向上には施肥は絶対条件であ

る。

②　トウモロコシ、陸稲の収穫後にソバを作付ける場合、標高に応じて前作の生育期間も長

くなり、ソバの播種適期は早まるので、早生種前作物の導入検討が必要である。

③　地域によってはトウモロコシの立毛中にソバをリレークロップとして作付けるケースが

あり、適期播種の観点から注目される。
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④　ファシリテーター・トレーニングが機能しているケースもみられるが、技術の浸透は不

十分であり生産レベルの高位平準化が課題である。成功している農家をモデルとするな

ど、研修参加農民の選定も重要である。

⑤　今後の展開で計画される「モデル地区」、「パイロット地区」での活動を通じて、良質ソ

バの生産が農民の利益に結びつくことを自覚するよう促し、定着可能性を実証する。

⑥　種子、肥料については当面支援が必要である。種子は自家採種を促し、肥料については

施用効果の浸透を図りつつ集荷時に一部返済するなどの条件を試行し、自立的生産を促

す。

⑦　アクセス等を考慮し生産支援活動が可能な地域を対象地として主産地を選定し、生産性

と品質を向上する。ムセ、チャウメ地区は「モニタリング地域」とし、生産性や地理的優

位性をソバ市場拡大の牽引力とし、コーカン特区の生産物販売促進に連携する。

⑧　既存の共同体組織をベースに生産組合的性格をもつ農民組織を育成し、将来的には技術

習得、生産資材確保、玄ソバ集荷販売が組織的に実施できるようにする。

１－１－２　実施上の課題

（1）日本ソバの栽培はケシ代替作物として一定の成果をあげたものの、対象地域と農民が限ら

れた範囲にならざるを得ない。住民に広く恩恵が及ぶことが期待される。今後の包括的協力

を視野に入れたソバプロジェクトに対する支援協力の継続が必要である。

（2）国境地域民族開発省（国境省）の特別な対応と日本側の柔軟な取り組みによって成果をあ

げてきたが、今後の支援協力については合意文書に基づく相互理解と協力関係が強化される

べきである。

（3）実施主体をミャンマー政府及びコーカン特別区側に移行する。国境省（実施主体）、ミャ

ンマー農業公社（MAS）、コーカン特別区、農民の役割を明確にするとともに、組織化を含

む連携を強化する。

１－１－３　収穫物の買取制度と生産農家の反応

（1）収量の高い地域ほど買取量上限枠の拡大を期待する生産者が多い。追加買付を希望し

ている農家も多い。今後内外の市場が拡大するに伴い、全量買付を継続することが望まし

い。

（2）コーカン特別区では買取量拡大よりも、買取保証を望む農家が多い。生産性向上の余地



－ 47 －

は大きいので、栽培普及と生産振興の観点からも、当分は買い取りの継続が必要である。

（3）良質ソバの生産が農家の利益に直結するよう、等級に応じた買取価格を検討する。その

ことを通じて農家の品質に関する意識を啓発し改革する。

１－１－４　輸送方法及び販路拡大の可能性

（1）ヤンゴン経由シンガポール積み替えは熱帯圏通過（高温）による品質劣化が指摘されてい

るが、期間短縮により解決可能性を探る。中華人民共和国（以下、「中国」と記す）経由は

上記問題を解決しているが、国境貿易のため国防省の許可等ヤンゴン経由よりも手続きが煩

雑であるとともに輸送費が高い。ヤンゴン経由の保冷コンテナの利用も要確認事項である。

（2）ミャンマー国内の輸送費と取り扱いに係る経費に関し、商業ベースの取り組みが実現する

までの間は国境省が継続的に負担可能な方策がとられるよう合意が必要である。

（3） 民間と連携して対日輸出の販路拡大を進めるとともに、ソバの地元消費拡大を積極的に支

援する。マンダレーのソバビスケット、焼酎、乾麺及びコーカン特別区ロンタン郷の焼酎等

加工品製造と改善に協力する。

（4）ソバは蒸しパン、寒天状の菓子、クレープ、ホットケーキ、ソバまんじゅう、クッキー

などのほか、主食の補助食品として現地で利用されている。これら様々な消費形態に改善を

加えることにより、地元での消費拡大可能性を探る。また、脱皮粗引きのソバが中国商人と

取り引きされている現状を踏まえ、その価格動向と販路可能性にも注目する。

１－２　ソバプロジェクト対象地域における日本ソバ栽培の現状

１－２－１　背景と経緯

　ミャンマー・シャン州東北部はアヘンの原料となるケシの産地であった。麻薬撲滅は緊急に解

決すべき国際的課題であり、ミャンマー中央政府は供給源撲滅の観点から、アヘンを産するケシ

栽培の法的統制によって撲滅を図ってきた。コーカン特別自治区をはじめとするケシ栽培に依存

してきた農民の居住する山間地は冷涼な気象条件、インフラの未整備によるアクセスの困難な条

件にある。そのような背景の下、ケシの栽培を禁止して農民の生活を維持、安定させるためにケ

シの代替作物としてソバの導入が検討され、日本への輸出を前提として具体的活動が開始され

た。1996年４月、日本側関係者とミャンマーの国境省と農業灌漑省の関係者との意見交換が行わ

れ、ソバプロジェクトが始動、同年７月にはソバの具体的試験栽培の実施案を策定し、シャン州
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ヘーホーの国営農業試験場での試験栽培の準備を進めるとともに、ミャンマーの農業灌漑省技術

者をソバの栽培・利用の研修のため信州大学に招へいするなど、具体的なソバ栽培事業が両国の

合意の下に開始された。

　1997 年 11 月、ソバ栽培短期専門家が派遣され、コーカン地域ターシェータンにおいてソバ栽

培可能性調査のため４エーカーの試験栽培を実施し、適応性が実証された。同年、ミャンマー国

関係者（国境省局次長及び農業省研究者）を日本に招へいし、ソバ導入に関する理解と同意を

得、1998年にはコーカン地域のターシェータン、モンコー地域で試験栽培を実施し、日本を代表

するソバ優良品種キタワセの適応性を実証した。当時は対象地域でケシ栽培が盛んに行われてお

り、農民の関心は代替作物の導入に向いていなかった。ミャンマー政府内でもソバプロジェクト

の実施について十分な理解が得られていなかったこともあり、日本側関係者は困難な課題に積極

的に取り組んだ。

　その後、ケシ撲滅を掲げるミャンマー政府とコーカン特別自治区政府及びムセ、チャウメ地域

との理解が進み、日本ソバに対する関心と期待が高まり、信頼関係を構築した。1999 年には作

付面積が 2,000エーカーを超える規模に拡大した。生産した玄ソバは、日本への輸出を前提に、

ミャンマー政府側は国境省が実施機関となり農業灌漑省と地元組織の協力を得つつ、生産振興の

ための作付農家への栽培技術普及、及び種子と肥料の配布と収穫した玄ソバの買い取りを行って

いる。

　かくて対象地域でのケシ栽培は、ムセ地域では 2000 年にほぼ撲滅され、コーカン特区におい

ては 2002 年末に撲滅に成功している。

１－２－２　ソバプロジェクトの実施体制と投入実績

（1）実施体制

　ソバプロジェクトが始まった当初（1998年）、コーカン地域など国境地域は、行政（農業、

教育、保健）の出先機関もほとんど活動していない状態であった。ソバプロジェクトは農業

灌漑省をカウンターパート（C ／ P）とすることも検討されたが、国境地域においては当時

存在感のあった国境省が実施主体として担当することとなった。ミャンマー国内における麻

薬撲滅事業は国境省だけでなく内務省、薬物乱用統制中央委員会（CCDAC）や農業省もプロ

グラムを実施している。国境省を通じた他の省庁との連携、調整は可能で、プロジェクトの

職員は農業省からの出向者がスタッフとして参加している。プロジェクトはラショーに事務

所を構え、現在まで国境省から１名、農業省〔ミャンマー農業公社（MAS）〕から２名がリ

エン（出向）の形で参加しており、コーカン、ムセ、チャウメの３地域をそれぞれ担当して

いる。そのほかに事務担当、フィールドアシスタント、夜警、運転手が雇用されている。ヤ

ンゴンには専門家を補佐するアシスタントが配置されている。機材として事務機器、実験機
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器、選別機、発電機、車両等が供与されている（添付資料 表－１参照）。

　

（2）投入実績

1） 日本側

a） 専門家派遣

　JICA による専門家派遣は、1997 年の 11 月に短期専門家がコーカン特別自治区の

ターシェータンにおいて試験区の収穫調査と脱穀・乾燥、調整・品質検査等について

指導を開始して以来、長期・短期派遣専門家が８名、延べ220人／月が派遣されてい

る。派遣分野はソバ栽培、貧困撲滅、畜産、作付体系、灌漑、調整業務である。

b） 機材供与

1997 年度　約 34,416 千円（手動式唐蓑、水分計等）

1998 年度　約 16,119 千円（四輪駆動車、コンピューター、事務機器等）

1999 年度　約 34,650 千円（ソバ選別機、四輪駆動車、事務機器等）

2000 年度　約 15,929 千円（トラック、トラクター、発電機、科学機器等）

2001 年度　約 34,650 千円（コンピューター周辺機器等）

2002 年度　約 31,562 千円（コンピューター、視聴覚器材等）

c） ローカルコスト負担

1999 年度　078,887 ドル

2000 年度　115,217 ドル

2001 年度　084,499 ドル

2002 年度　107,340 ドル

2003 年度　057,270 ドル（４月から９月）

2003 年度　025,840 ドル（10 月から 12 月）

2） ミャンマー側

a） 玄ソバ買い付け

1999 ～ 2000 年　11,145 米ドル（044.580 ｔ× 250 米ドル）

2000 ～ 2001 年　42,202 米ドル（168.809 ｔ× 250 米ドル ）

2001 ～ 2002 年　31,101 米ドル（155.508 ｔ× 200 米ドル ）

2002 ～ 2003 年　86,642 米ドル（433.212 ｔ× 200 米ドル）

2003 ～ 2004 年　52,000 米ドル（260.000 ｔ× 200 米ドル ）

b） 肥料配布

1999 ～ 2000 年　105.10 ｔ（N：P：K ＝ 12.5kg：25kg：12.5kg/Acre）

2000 ～ 2001 年　154.25 ｔ
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2001 ～ 2002 年　052.00 ｔ（尿素のみ無料配布）

2002 ～ 2003 年　208.00 ｔ

2003 ～ 2004 年　098.00 ｔ（12,575.00 米ドル）

c） 播種用種子配布

1999 ～ 2000 年　037.826 ｔ（無償配布）

2000 ～ 2001 年　062.200 ｔ（無償配布）

2001 ～ 2002 年　104.000 ｔ（無償配布）

2002 ～ 2003 年　104.000 ｔ（種子返還システム導入）

2003 ～ 2004 年　061.250 ｔ（無償配布）

d） 輸出分入金額

1999 ～ 2000 年　05,400 米ドル（018.00 ｔ× 300 米ドル）

2000 ～ 2001 年　15,120 米ドル（054.00 ｔ× 280 米ドル）

2001 ～ 2002 年　13,500 米ドル（054.00 ｔ× 250 米ドル）

2002 ～ 2003 年　11,250 米ドル（075.00 ｔ× 150 米ドル）

2003 ～ 2004 年　23,000 米ドル（100.00 ｔ× 230 米ドル）

１－２－３　作付面積と集荷量の推移

　1997年、コーカン地区ターシェータンでの日本品種キタワセの適応性が実証された。翌1998年

にはターシェータンにおいて200エーカーに作付けた。1999年にはコーカン、モンコー、クッカ

イを対象に栽培面積を2,000エーカーと決定し、種子として日本から20ｔ、クッカイの種子生産

圃場から20ｔのキタワセ種子を生産し、計40ｔを準備した。同年の作付に向けて種子と肥料の

配布が開始されるとともに現地農民に対する栽培技術トレーニングを開始した。

　1999 年の栽培対象地域は、コーカン地域のターシェータン地区（500 エーカー）、パッセン

ジョー地区（500エーカー）、ロンタン地区（30エーカー）、モンコー地域のヘモロ地区（350エー

カー）、クッカイ地域のタモニエ地区（400 エーカー）、コンカー地区（250 エーカー）、パンセイ

地域（40 エーカー）、その他（32 エーカー）、計 2,102 エーカーで、この年から本格的な生産が開

始された。

　開始当初、他の代替作物をもたなかったミャンマー政府側はソバへの関心を深め、ケシ代替作

物の切り札として注目し、栽培面積は 2000 年に 3,110 エーカー、2001年 4,160エーカー、2002年

にも同面積と拡大させたが、2003年には玄ソバ買取資金負担軽減策として、買取量上限制度の採

用とアクセス等の生産条件を加味して作付面積が削減され、2,450 エーカーとした。生産量に

ついては自家消費量等もあり正確には把握できない。作付面積、集荷量、輸出量、価格等は表

１－１のとおりである（地域別作付面積：添付資料 表－３）。
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１－２－４　ソバ栽培の現状

（1）日本産ソバ品種、キタワセについて

　平成元年に北海道農業試験場で育成された北海道の奨励品種で、在来種「牡丹ソバ」よ

り個体選抜と系統選抜を繰り返し、成熟、草丈、粒大などの特性を均一にしたものである。

収量性でも牡丹ソバに優り、広域適応性があり、ソバプロジェクトの対象地域においても、

その適応性が実証されている。キタワセは播種後約２か月程度で成熟する短期作物であり、

輪作体系のなかに柔軟に導入できる利点をもっている。対象地では在来の普通ソバ

（Common buckwheat）やダッタンソバ（Bitter buckwheat）がキタワセ種導入前から栽培され

ており、ソバは農家にとって馴染みのある、受け入れやすい作物であったことも急激な面積

増の背景にある。キタワセはこれら在来のソバよりも約１か月、生育期間が短い。

（2）作付体系・栽培方法

1） 作付体系・標高差に応じた作付時期

　比較的標高の低い地帯（800～1,400ｍ）ではトウモロコシ、陸稲の収穫後にソバを作

付ける二毛作も広く行われている。標高の高い村ではトウモロコシの立毛中にリレーク

ロップとして畝間に点播する方法も行われる。この作付け形態はドンシャン区のタイピ

ン郷（太平郷）の山間傾斜畑で広く採用されており、郷内の約半分はこの方法をとって

いる模様である。聞き取り調査によると、ムセ地域の一部でもこの方法が採用されてい

る。ソバはマメの後作としても作付けられることもある。トウモロコシは標高に対する

適応性が陸稲よりも広く、対象地の畑地で最も広く、作付されているために、ソバとの

組み合わせが多い。ソバは焼き畑でもよく適応し、対象地域の広い範囲で部分的に栽培

されている。高標高地帯ではソバの播種適期は早まり、反してトウモロコシの生育期間

が長くなるので収穫が遅れ、そのために低温や霜害による障害を避けるために単作で作

付けられる場合も少なくない。

項目・年次 1999 2000 2001 2002 2003

年次別作付面積（単位：エーカー） 2102 3110 4160 4160 2450

ソバ集荷量（ｔ） 46.25 169.44 154.49 530 267.58

単位面積当たり集荷量（kg/エーカー） 22 54.48 37.14 127.4 109.22

買取価格（コーカン地域：元／kg） 2 2.1 1.6 1.3 1.7

買取価格（コーカン以外の地域：Ks/Basket）※ 3,000 2,400 2,900 4,000 4,000

輸出量（ｔ） 18 54 54 75 90

日本側買取価格（ドル /ｔ） 300 280 250 150 230

表１－１　ソバプロジェクト関連データ（作付面積・買取量・価格等）

※１Basket ＝ 21.27kg
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　高標高になるに従い播種時期を早める必要があり、標高1,700ｍを超える地域では遅

くとも９月の上旬（陰暦の８月中旬）までに播種しないと生育後期の霜害の可能性があ

る。標高 800～ 1,200 ｍの比較的低いところでは９月下旬の播種も可能だが、乾期の終

期になるので生育後半の旱魃の危険が増す。ソバ生産にとって適期作付は重要で、高標

高地帯（1,700 ～ 2,000 ｍ）では８月上旬から下旬、中標高地帯（1,400 ～ 1,700 ｍ）で

は８月下旬から９月中旬、低標高地帯（800～ 1,400ｍ）では９月中旬から10月上旬の

作付けが奨励されている。既存のトウモロコシ、陸稲共に生育期間が長く、収穫後にソ

バを作付ける場合には適期播種の制限要因になっている。また、成熟したトウモロコシ

を収穫せずに圃場にて乾燥するまで放置することもあり、この場合はソバの播種は一層

遅れることになる。ソバは雨期開始時の５月に作付けても生産可能だが、収穫が多雨期

にかかり適当な乾燥施設あるいは雨除け施設をもたない現状においては穂発芽や品質劣

化の可能性があるため、輸出産品としては望ましくないといわれている。

　プロジェクトの推奨する地域別・標高別作付時期を添付資料 表－４に示した。

　ソバは短期作物としての利点とともに、ケシ栽培地帯であった山間傾斜地に適応する

作物の代表的なものである。技術的にも容易であり、低投入で栽培可能であるなど農家

にとっては受け入れやすい作物である。標高に応じた作物の適応分布を図１－２に示す。

図１－１　ソバの代表的な作付体系
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2） 栽培方法

　常畑に作付ける場合は前作の残渣を集めて燃やし、牛又は水牛で耕起するが、傾斜度

によっては人力に頼らなければならない。耕起後砕土するが、この作業を丁寧にするこ

とが重要で、この差が施肥とともに収量に影響している。播種は撒播によることが多く、

トウモロコシの立毛中に播かれる場合は点播をする。

　日本ソバの生育期間は短く、初期成育を確保することが重要で、播種時に元肥として

複合肥料又は尿素、TSP と塩化カリを混合施用するが、尿素は草丈20cm 時に追肥とし

て施用するという農家もある。ソバはそのアレロパシー（他感作用）により、雑草の発

芽・成長を抑制する作用があるといわれ、除草を必要とすることは少ない。収穫期の判

断は葉が褐変し実の８～９割が黒色になったときとされているが、農家は葉が落ちて実

のほとんどが黒くなったとき、という答えが多かった。一般的には圃場で直ちに脱粒す

るとのことであり、この判断には合理性があるものと考えられる。

3） 栽培指針と技術普及

　試験栽培段階を経てキタワセ品種の適応性が実証され、その品種特性に応じた栽培指

針が策定されている。その指針に基づいて教材を作成し、国境省及び農業省から派遣さ

れているプロジェクトスタッフと専門家が少数民族側及び郡平和開発評議会（DPDC）

との連携により普及活動が実施されている。広範にわたる対象地域の農民がすべて参加

する訓練は困難であり、現実には村の代表者を郷（Village Tract）レベルで訓練し、訓

練を受けた代表者が村の農民に普及するというファシリテータートレーニングシステム

を採用している。郷の中心地からのアクセスが悪く、訓練場所まで長時間を要する村で

は訓練への参加率が低下し、このシステムが機能し難いと判断された。村によっては繰

り返し参加している代表者もおり、スムーズに機能している例もある。

　ソバの栽培は農民にとっては馴染みのあることで、かえって注意を怠る原因になって

いるようで、砕土や施肥が指針どおりになされず低収量の原因になっているケースもあ

る。2002 年、ラショーにおいて実施した肥料反応試験では無肥料区を含む13処理区で

図１－２　ケシ栽培地帯の作物垂直分布
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肥料の種類、施肥料の異なるレベルでの施肥反応が比較された。無肥料区の収量はゼロ

に近い 16kg/ エーカーであり、プロジェクトの奨励するエーカー当たり尿素 12.5kg、

TSP25kg、塩化カリ12.5kgを施用した区は258kg/エーカー（645kg/ha）で好結果を記録

した。窒素肥料（尿素）のみを施用した区の収量は30から42kg/エーカーと低く、リン

酸肥料区のみの収量がはるかに高かったが、３要素施用区には劣る。塩化カリのみを施

用した区も収量が低く、３要素（NPK）施用がソバの収量には必須との結論に達してお

り、ソバプロジェクトの奨励する施肥方法の適正さを実証している。

　2003年、ラショーで実施された播種量比較試験（エーカー当たり、12.5、20、25、30、

50kg）の結果では25kg区の収量が最も高く、以下20、30、12.5、50kgの順で25kgから

離れるほど収量が低下した結果を踏まえ、適正播種量を 25kg としている。

　栽培指針の内容は、①日本ソバの特性、②栽培適地選定、③交雑防止、④標高に応じ

た適期播種、⑤圃場準備方法、⑥播種量と播種方法、⑦肥料と施肥方法、⑧適期収穫と

収穫期判定、⑨収穫後の処理方法、⑩貯蔵方法、と栽培に必要な内容は包含されており、

この指針が実践され、自然条件に恵まれれば良い結果が得られるものと判断された。

　栽培指針による播種量は 25kg/ エーカー、施肥量はエーカー当たり、尿素 12.5kg、

TSP25kg、塩化カリ12.5kgとなっている。キタワセは施肥が伴わないと収量が極端に低

くなり、在来種を無肥料でもある程度は収穫してきた農民にとっては注意を要する点と

みられた。

　プロジェクト当初は「生産性向上」を目標に訓練を行ってきたが、現在は「品質向上」

を重視した訓練内容に重点を置いている。

　　

（3）日本ソバの生産性と収益性

1） 生産性・収量

　聞き取り調査結果ではコーカン地区は概して収量が低い。集荷量記録では１村内で播

種量の13倍（325kg/エーカー）以上の収量を得ている農家もあるが、低い農家は３倍以下

にとどまっている。概して、良くて７倍前後（175kg/ エーカー）、平均的には３～４倍

（75 ～ 100kg/ エーカー）が多い。

　一方、ムセ地域ではパンセ村の霜害などによる失敗例もあるが、20 倍（500kg/ エー

カー）の農家もあり、平均的にも８～10倍程度（200～250kg/エーカー）の収量をあげ

ており、コーカン地区とムセ地区の差は土壌・気象の条件差だけでなく、栽培技術の普

及度も影響していると推察される（添付資料 表－５）。
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　しかしながら2003年のコーカン地域ラオカイでの降雨量は697mmと平年の半分、特

にソバの作付時期である８月から11月は118mmで（同時期の10年平均は660mm）、平

年の５分の１以下であり、水不足の影響が大きかったものとみられる（コーカン特区ラ

オカイの降雨量：添付資料 図－１）。

　2003 年の作付面積は全体で 2,450 エーカーであり、コーカン地区が 1,600 エーカー、

ムセ地区600エーカー、チャウメ地区250エーカーであり、コーカン地区が65％を占め

ている。栽培農家は全体で1,857農家、そのうちの90％はコーカン地区であった。コー

カン地区は作付参加農家数が多く、１世帯当たりの平均作付面積は0.96エーカー、ムセ

地区3.8エーカー、チャウメ地区では7.14エーカーと地域差が大きく、作付規模が大き

くなると生産への意欲が高まるものと推察され、このことも生産性に関係しているもの

と推察される（ただし作付規模については一族でまとめているケースもあるといわれ、

実際の規模は不明）。ムセ県のタモニエ地区等、収量の安定している地域では2003年に

実施された買取量制限（５バスケット／エーカー：106kg/エーカー）の上限枠拡大を期

待する農民が多かった。

表１－２　地域別作付面積と集荷量
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　生産量と集荷量は異なるが、自家消費量と域内販売量の実態は把握できなかった。ソ

バプロジェクト全体の作付面積と集荷量からみると、2003 年産は平均 4.37 倍（109kg）

であった。同年は買取量が制限されており、コーカン地域では平均的に枠内の集荷量に

とどまったが、ムセ地域での聞き取り調査によると、農家自身の在庫もあり実際の生産

量は集荷量を相当量上回っているものと推察される。2002年のクッカイ及びチャウメ地

域のエーカー当たり集荷量は、それぞれ182.2kg（8.56バスケット）、193.5kg（9.1バス

ケット）であり、種子量に対する集荷量は7.3～7.7倍になっている。同年のコーカン地

域においても128kg/エーカーを集荷しており、種子量の5.1倍で６バスケットに相当す

る。

　　

2） 生産経費と収益性

　ソバは手間のかからない省力的栽培を可能とする代表的な作物である。エーカー当た

りの生産経費は地域や栽培条件によって異なるが、種子・肥料代も含めておおむね220～

表１－３　コーカン地域　村レベルの生産状況事例
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270 元であり、トウモロコシの 330 元、陸稲の 300 元に比較しても低コストである（添

付資料 表－６）。トウモロコシ、陸稲は除草を必要とするが、ソバは一般的に除草の必

要はない。労働投入量は圃場準備の耕起・砕土作業と収穫時が大部分である。実現可能

なエーカー当たり生産量を300kgとすると、1.7元の買取価格から510元／エーカーの粗

収入を得る。投入する労働は一般的に家族労働の範囲であり、510元の粗収入は家族労

働対価としてとらえることができる。キタワセの本来もっている収量性は20バスケット

（425kg/ エーカー）を上回るものであり、この収量レベルが確保されればエーカー当た

りの粗収入は 720 元となる。

　ソバの経済性や収益性を他の作物と比較することは妥当でない。それは短期作物であ

るソバの特性から他の作物が作付けできない条件下でも栽培可能な作物であるからであ

る。コーカン地区では農家の平均作付面積は１エーカーに満たないが、他の地区では規

模が大きく、まとまった現金収入の機会を提供しており、商品作物としての意識がある。

いずれにしても農民にとって換金できるソバは貴重な現金収入源であることの意義が大

きい。

１－２－５　種子・肥料の配布及び玄ソバの集荷・買い取りと対日輸出

（1）種子・肥料

　種子・肥料の栽培農家への配布はコーカン地域では区、又は郷政府を通じて行われ、ムセ

地域では住民武装組織（People Militia Group）が取りまとめ村への配布を行っている。農家

は引き渡し地点から村までの運搬を自分で負担することになっており、コーカンでは車両の

到達可能な郷の中心地、ムセ地域では区ないしその下のレベルで受け取る。種子については

2001 年までは国境省が無償で配布していたが、2002 年から種子返還義務を付帯した結果、

農民側に混乱が生じた経緯がある。肥料の調達は国境省が行っているが、肥料在庫の不足か

ら一部有償になるなど常に安定した供給状況ではない。2002 年には食糧増産援助スキーム

（2KR）の見返り資金を利用し無償で配布されている。種子はラショー又はラオカイから配布

地点まで国境省の負担で輸送し、肥料についてはヤンゴン、マンダレーから輸送している。

肥料のヤンゴンからラショーまでの輸送費として農民は１袋当たり５元（コーカン地域）、

600 チャット（ムセ、チャウメ地域）を負担することになっている。

（2）玄ソバの集荷・買い取り

　収穫した玄ソバの集荷・買い取りは通常５日ごとにある市の日に合わせてその郷の中心地

で行われる。農民は生産した玄ソバを市の日に合わせて持参し、計量と品質検査後、重量に

応じて現金を受け取る。集荷地点までの運搬は農民負担である。集荷地点から遠い村ではラ
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バや牛で２～３時間を要するところもあり、運搬手段をもたない農民には相当の負担になっ

ているのは種子・肥料の受け取り時と同様である。買付価格は国境省が設定し、集荷方法、

価格を少数民族代表者、DPDC、タウンシップ平和開発評議会（TPDC）、MAS、ミャンマー

農産物貿易公社（MAPT ：商業省傘下の農産物輸出公社）を召集して知らせることにより末

端の農民まで周知させる方法をとっている。集荷に要する買付資金、輸送費、荷役代等の経

費は国境省が負担している。

（3）品質管理・選別

　集荷時には内皮色、水分含量、夾雑物含量、異型種子含量の４点から検査が行われ、明ら

かに不良種子の場合には買い取りを拒否する場合もあるという。生産者から集荷された玄ソ

バは国境省の負担においてラオカイ・ラショーに輸送され選別機にかけられる。輸出用玄ソ

バは日本の品質基準に対応するため集荷時、選別段階、麻袋詰め段階においてプロジェクト

の専門家とスタッフが検査に携わっている。選別されラショーに運ばれた玄ソバ種子は輸出

用麻袋に詰め替えられる。この作業は穀物集荷の専門集団であるMAPTに国境省が業務委託

することで実施されている。

（4）輸出手続　

　プロジェクトが国境省との協議により輸出計画を作成し、日本人専門家が輸入業者との連

絡調整を行っている。国境省は MAPT に輸出業務を委託するとともに国防省（Ministry of

Defense）からの輸出許可を取り付ける。書類準備や日本との連絡調整の遅れなどで輸出時期

が遅れることもあった。輸出ルートは当初ヤンゴン経由で実施されたが、2002年以降は中国

経由によっている。ヤンゴン経由の対日輸出は図１－３のような手順によっている。



－ 59 －

中国経由の手順

①　MAPTと国境省の間で売買契約書を取り交わす（国境省には穀物を輸出する権限

がなく MAPT が国境省から買い上げる形をとる）。

②　MAPTと日本の輸入会社の代理店であるAK2 Co. との売買契約書案を国防省に提

出し許可を得る。

③　上記契約書に係る国防省の許可を受けたあと、MAPTとAK2 Co. が売買契約書に

署名する。

④　日本の輸入会社からの送金がなされる。

⑤　MAPTが輸出に必要な書類を準備し、国防省に対しラショーからムセまでの輸出

（移動）の認可を申請する。

⑥　国防省の認可取り付け後MATPが国境省に書類等を渡し、国境省がラショーに搬

入した玄ソバを MAPT ラショーで輸出準備する。

⑦　ラショーでの輸出準備が終了後、国境省がムセまで搬送し、中国のチェガオ（姐

告：Jie Gao）にて受け渡す。

図１－３　玄ソバの集荷から輸出までのシステム



－ 60 －

　これらの輸出手続は日本の輸入会社と国境省が主体者であるが、現実には日本人専門家が

進捗状況を確認し、ミャンマー国内の手続きを支援しつつ日本との連絡調整の任にあたって

いる。

（5）輸　送

　日本への輸出はヤンゴン経由と中国経由の２つのルートで実施されたが、2002年度からは

輸送時の品質劣化防止策として中国経由によっている。国境貿易のため手続きが煩雑である

のと輸送費が高くなるなどの問題を抱えている。ヤンゴン経由は手続きもスムーズで輸送

経費は低くなるが、熱帯地域を通過するために高温により品質が劣化すると指摘されてい

る。しかしながら熱帯圏通過による品質への影響は明確に証明されているわけではない。

　ミャンマー国内の輸送経費は国境省の負担により集荷地からラショーに運搬し、ヤンゴン

で船積みの場合は更にヤンゴンに搬送する。中国経由の場合はムセで中国側のチェガオにて

コンテナに積み替える。

①　ヤンゴン経由

　現地集荷所（ラショー）からヤンゴンまでトラックにて２～３日、日本への直通船

がないためヤンゴンの港からシンガポールで積み替え日本へ。ヤンゴン港から横浜ま

では約３週間を要している。海上輸送費は20フィートコンテナに18ｔを積載し1,100米

ドル（60 米ドル / ｔ）。

②　中国経由

　ラショーから国境のムセ、中国側はチェガオで検疫・通関を行う。ラショーからは

３～４時間、ムセ（チェガオ）からコンテナ車で雲南省の昆明（ほぼ１日）へ、昆明

から貨車（鉄道）で徐州を経由し連雲港へ、鉄道は７日から10日間を要する。ソバプ

ロジェクトによればｔ当たり陸上輸送費はムセから昆明は48米ドル、昆明から連雲港

までは42米ドル、荷役代18米ドル、連雲港から横浜は24米ドルで、計132米ドルで

ヤンゴン経由に比較して輸送費が高い。

（注：日本での輸入会社の話では以下の情報を得た。40フィートコンテナは日本の

道路交通法の規定で25ｔが上限となっている。現在ムセ経由には20フィートコン

テナはない。20フィートは18ｔ積めるので40フィートよりｔ当たりコストは安く

なる。ヤンゴン経由はｔ当たり60米ドルと安い。中国経由は170米ドル/ｔと高く

なる。）

１－３　ソバプロジェクトの成果

・ミャンマー政府側がケシ撲滅を推進するうえで、単にケシの栽培をやめさせることには交渉上
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困難があったが、ソバの導入により交渉を進めるのに役立った。

　具体的にはミャンマー政府とコーカン特区の信頼関係構築に貢献するとともに、コーカン地域

内農民のケシ撲滅への理解が進んだ。

・ソバはケシの栽培条件下に適応する点でケシ代替作物の先鞭をつけることに貢献した。

・日本産ソバ品種、キタワセの適応性と品質を実証した。

・栽培試験を通じて日本産ソバの栽培技術を確立し農民への栽培技術が普及された（対象地域が

広域に分散し雨期の到達が困難なところもあり、また農民側の関心と生産意欲の程度にばらつ

きがあり、技術の浸透が不十分な地区もある）。

・ソバはほとんどケシの栽培をやめた跡地に作付けられており、ケシをやめたことにより現金収

入源を断たれた農家に収入の機会をもたらした。

・日本ソバの特性が生かされ作付体系への組み込み工夫が進んだ。

・生産から輸出までの一連の流れが構築され、日本への輸出実績につながった。

・ミャンマー国内、国際社会及び日本国内のソバプロジェクトへの関心が高揚された。

・ソバ導入に伴う活動を通じてケシ栽培地域であったコーカン地方の自然及び社会環境条件に

関する情報が蓄積され、今後の開発計画推進に活用される。

１－４　ソバプロジェクトの課題と方向性

１－４－１　実施体制

（1）C ／ P 機関

　ソバプロジェクトは国境省の特別な対応と日本側の柔軟な取り組みにより存続してきた。

協力の成果として日本産ソバ品種の適応性実証と栽培技術の指針が策定され、生産農家への

技術普及がなされている。しかし2002年産の玄ソバ購入が急きょ中止され国境省は約350ｔ

の在庫を抱えている。対日輸出は 2002 年産が 75 ｔ、2003 年産については 90 ｔを予定して

いるが、今後の自立発展性を考慮すると販路の確保、拡大が最重要課題になっている。その

ために今回確認された新たな市場や販路に必要な加工品や製品化を今後一定期間中に実証

し、同時にケシ代替作物としてのソバの特別な意義をそば業界や関係者に広く理解してもら

う方策が必要である。実施主体である国境省は調整機関であり、技術者は限られており、今

後プロジェクトをミャンマー側の主体性の下に継続させるためには、農業灌漑省や商業省と

の協調が欠かせない。プロジェクトはいわゆる両国政府の合意・約束が十分には明確でない

ままに双方の柔軟な協力関係に支えられて発展してきたが、今後は国境省、関係機関、地方

自治政府及び少数民族グループの協調関係を強固なものとし、役割分担を明確にして取り組

むことが必要である。
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（2）ソバプロジェクトへの継続支援

　６か年余にわたる協力の結果、プロジェクト対象地域はケシ撲滅に成功し、日本ソバの栽

培もある程度定着して生産農家の現金収入獲得に貢献してきた。しかしながらケシ撲滅後の

収入減による住民家計への影響は大きく、ソバの収入のみでは生活を支えることは困難な状

態にある。ソバ市場の制約や山間地へのアクセスが困難なためにソバ生産による受益者が限

定されるなど課題は多い。これまでの協力経験を踏まえ、改善を加えてソバの定着可能性を

実証し今後の発展性を確認するまでは、ソバプロジェクトに対する支援を継続することが必

要である。

１－４－２　作付計画と作付準備

（1）農家の作付希望収集

　従来はプロジェクトが中心となって国境省や MAS 等の関係機関と協力し、現場調査によ

り直接地元リーダーと協議して要望を収集し実施可能性を検討するとともに、計画を作成し

てきた。2002 年、2003 年には国境省局長の主導により少数民族側との協議を通じて要望が

収集された。個々の農民の要望は村長や民族リーダーが主導する集会によって反映される

が、それ以前に村ごとの割り当てが決定されているので、農民側の要望が十分に満たされな

い場合があった。

　今後は既存の共同体組織が個々の農民の要望を取りまとめるとともに、実施機関である国

境省が農業省、DPDC、民族側リーダーと協議し個々の農民の要望を反映させる方向に改善

されることが望ましい。それには農民の組織化と育成が必要である。コーカン地域では区、

郷、村レベルでの組織は機能しており、ムセ地区においては少数民族のリーダーは強い統率

力をもっており中央政府側との協調が期待される。

　今後はミャンマー側の主体性が強化されることが望ましい。可能なら作付希望を募る時点

に買付の約束と価格が決定されていると、農民の作付け志向が安定し、生産意欲も向上し良

質多収の玄ソバ生産に結びつくことになろう。

（2）栽培地域と栽培面積の決定に関すること

　栽培面積が上層部によって決定されていた従来の方法を改善し、政府側と現地関係者の合

意に基づき栽培地と面積が決定されるようにすることが望まれる。その際には農業条件や技

術支援、集荷等に関連するアクセスの難易なども考慮されるべきである。今後、市場規模が

拡大しアクセスが改善された場合には、対象地域を適地の範囲で拡大することも受益者側か

らは望ましい。コーカン地域においては 2002 年より対象地区をターシェータン、パッセン

ジョー、ロンタンに絞っているが、雨期のアクセスを考慮すると現段階ではこの地区を主産
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地にすることは妥当であろう。ムセ、チャウメ地区の実績はラショーに近いこともあり地の

利が生かされるが、コーカン地域も今後の市場拡大が実現することによりミャンマー産ソバ

の認知が定着するに伴い販路安定が期待される。

　2003年の対象面積2,450エーカーの集荷量は買取量制限下で267ｔであり、エーカー当た

りの集荷量は109kgであった。日本ソバの今後の市場拡大可能性と生産性向上可能性を考慮

すると、１産地として認知されるであろう500ｔ以上の生産は同面積でも十分に実現性のあ

る数値である。

１－４－３　生産性と品質の向上

（1）栽培技術の普及

　コーカン地区では全般的に生産性が低く、農家間及び地域間の収量差が大きい。同村内で

も農家間の収量差が大きく販売に至らなかった農家もある。広範に分散する栽培地の農民に

栽培管理を徹底するのは容易なことではないが、栽培しやすい半面、適期播種、播種前の圃

場準備や施肥等の注意を怠ったために失敗している農家も少なくない。ムセ地域では比較的

安定した生産性を保っている。

　日本ソバは生育期間が短い利点をもつ半面、在来種と同じ管理（特に無肥料）では収量が

上がらない。初期成育が順調に経過しないと生産性が極端に悪くなる。生産農家に対する焦

点を絞った栽培管理の普及が必要である。前作の収穫期の遅れが播種適期を逸するケースを

避けるために、生育期間の短いトウモロコシ品種の導入も検討されるべきである。メキシコ

に本部を置く国際小麦・トウモロコシ改良センター（CIMMYT）は、標高に適応する品種の

改良に取り組み、世界各地にネットワークをもっているので、ソバの前作としてのトウモ

ロコシの適品種導入に協力を得られるだろう。ミャンマー国農業省の導入可能な適品種の確

認も必要であろう。環境条件を同じくする中国に実証済みの品種がある場合は容易に導入可

能となる。マメ類（大豆等）の作付体系への組み入れは土壌肥沃化の点からも望ましいが、

マメの市場確保も重要である。

　普及活動で試みられたファシリテータートレーニングシステムについては、成功地区の事

例を参考に改善に活用できるものと考えられる。生産性を安定的に向上させるには栽培指針

の普及と農家レベルでの実践が重要で、標高差に応じた種子、肥料の配布時期とも連動した

システムが必要である。特に注意を要する栽培技術項目は、適期播種、圃場準備、適正播種

密度、適期適量施肥である。また農家間の収量差の大きい現状を総体的に向上するために成

功している農家をモデル農家にするなど農家の意欲を高揚し持続させることが必要である。

　キタワセの本来もっている生産性は高く、対象地への適応性も実証済みであり、現実に高

い収量を上げている農民もおり、生産性向上の余地が大きいことが確認されている。想定可
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能な収量として種子量の12倍（エーカー当たり300kg）は無理のない数値であり、目標収量

として妥当であろう。ソバの生産費は種子、肥料の資材費と労力投入であり、収益向上には

換金性を前提とした収量向上が鍵である。ムセやチャウメ地域の一部ではトラクターによる

耕起砕土作業がなされているが、一般的には家族労働で賄える範囲であり、資材を除けば現

金支出を伴わない。賃稼ぎの機会も限られている現状において、ソバの栽培期間は短く作業

も簡単で、数少ない現金収入源となっている。

（2）高品質玄ソバの生産

　輸出品としての良質玄ソバの生産には農家の管理段階から注意を喚起する必要があり、特

に収穫後の処理に関して農民の意識を改革していく必要がある。脱粒後の乾燥や保管時の夾

雑物混入を防ぐことや乾燥不足を避ける方法を浸透させることが重要である。品質の等級に

応じた買取価格を設定することも農家の意識を変えるために有効と思われる。輸出の拡大と

継続には日本ソバ市場に対応した品質基準に応え、安定的に良質玄ソバが生産されることが

必要である。

　プロジェクト対象地域で輸出向けソバの主産地を特定し、輸入元の信頼を獲得することも

サンプル送付後了解を取り付けてから輸出する従来のシステムの改善になる可能性もある。

１級品は輸出用、２級品についても輸出可能性を探るとともに、種子及び加工用や地元消費

用など等級に応じた利用が検討されるべきである。2003年産の輸出先行分25ｔの検品審査

の結果は北海道産と同等との評価を得ており、追加輸入が約束されている。

１－４－４　生産資材（種子・肥料）

　種子・肥料の供与とともに生産物の買い取りを保証することは、農家にとって作付けを希望す

る大きな理由になっている。現金収入の機会が限られている農民にとってソバの換金性は貴重で

あり、積極的に栽培に取り組んでいる事例は多い。食糧事情の切実な地区においては肥料購入資

金が準備できず、肥料の供与が途絶えると生産性の低下は避けられない。生産物買い取り時に代

金の一部を差し引くなど農民の納得できる条件を示しつつ、しばらくは肥料の供与を継続する必

要があろう。

　種子・肥料の適期配布については農民側からの要望が多かったことのひとつである。種子と肥

料はセットとして生産農家に提供されているが、播種適期に配送されずに生産に影響を及ぼして

いる場合もあった。また計画量が村まで到達していない例もあった。標高の高い地域では配布の

遅れが霜害の原因になったケースもある。高標高地区は播種時期も早くなり、その考慮は払われ

ているものの十分に満たしてはいない。十分な配布システムが確立していない結果生じるこれら

の問題を改善するため、ミャンマー内の政府関係機関、コーカン政府、住民側の役割分担を明文
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化するガイドラインが必要である。

　種子については定期的な更新時期を除いて農民が自家採種可能であろう。実際に次年度の種子

を用意している農民もいる。農家自身が種子を確保することは生産意欲の証明でもあり、自家採

種を促すことは自助努力の第一歩となる。他殖性作物であるため在来種との交雑を避けるなどの

指導を徹底するなど、注意は必要ながら、実現可能な課題である。

１－４－５　買取保証と買取価格

　日本の市場に応えられる良質玄ソバを安定的に生産し、高価格で輸出することを優先課題とし

て取り組むべきである。高品質のキタワセは日本市場でも十分受け入れられる品種特性を備えて

おり、農民レベルと地域のリーダー、両国のプロジェクト関係者が一体となって輸出に向けた良

質ソバの生産に努力することが農民からの買い取りを安定させる鍵になると判断される。

　現在までのところ農民は買取価格を知らされないまま作付けを開始しているが、輸出が安定的

に継続すれば買取価格も安定し、農民側の生産意欲も向上することになる。集荷される玄ソバが

すべて輸出用の品質基準を満足させることは考えられないので、国内あるいは近隣国での市場確

保も重要な課題である。

　なお、農民からの集荷・買い取りは一年で最も重要な祭日である中国正月（春節）前に実施さ

れることが望ましい。

１－４－６　販路拡大の検討

　当初計画された全量輸出の構図も日本市場での品質評価が買取量制限の原因となった。

　今後の安定的輸出拡大を期待するには広く販路拡大の可能性を検討すべきであり、複数社関与

による市場拡大が望ましい。現地側では良質ソバを生産し輸入会社に対して魅力ある商品を提示

することが今後の輸出拡大に結びつくものと判断される。

１－４－７　輸送と品質

　品質維持の観点から、集荷選別後、速やかに輸出されることが望ましい。過去の実績では２月

から６月の間に輸出されているが、改善の余地が大きい。集荷買取は通常 12 ～１月に行われて

おり、集荷、検査選別から輸出出荷までの日数を短縮することによりヤンゴン経由輸出ルートの

再開も視野に入れた検討が必要である。

　2000年産の輸出は2001年の６月にヤンゴンを出港しており収穫から半年を経過していた。１月

から２月の輸出が可能であれば劣化問題は解決する可能性も残している。ヤンゴン経由が熱帯地

域通過時の高温による品質劣化の指摘があるものの実証には至っていないので、高温の品質に及

ぼす影響を確認する。高温による劣化が実証された場合には保冷コンテナの利用も検討する。
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　日本のソバ市場では新ソバが珍重される。新ソバは風味があり香りが良いとされており、国内

産のソバが高値で取り引きされる。産地からの輸送期間が短いことが理由のひとつである。玄ソ

バの殻をむいた甘皮がクロロフィル色素のために淡い緑色を呈していることが新鮮な証で、時間

の経過とともに褪色し褐色となる。良質玄ソバの条件である新鮮さを保つためにも出荷に要する

期間を短縮し、必要なら低温条件での輸送を検討すべきである。東京での海運会社に対する問合

せではヤンゴン・横浜間の保冷コンテナ海上輸送費は20フィートで2,300ドル（18ｔ積載で128米

ドル / ｔ）、40 フィートで 3,700 ドル（25 ｔ積載で 150 米ドル / ｔ）であり、中国経由との比較に

おいても、手続きの簡素なこともあり十分検討する価値がある（確認要）。

１－５　世界のソバ生産状況と利用及びミャンマー国内での消費

１－５－１　世界のソバ生産と利用

（1）世界のソバ生産の現状

　ソバは東アジア北部から中国の雲南省を発祥地としており、そこから中国や大韓民国、東

アジア、そしてロシア、東欧、イタリア、北フランスなどへ栽培地を広げたといわれている。

現在世界の玄ソバ総生産量は 183 万ｔで国別生産量の１位は中国、次いでロシア、ウクラ

イナである。なかでも中国とロシアで160万ｔを産している。日本ではソバの年間需要量

12 万ｔのうち、80％以上は中国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどから輸入

しており、世界最大のソバ輸入国である。なかでも中国産（特に内蒙古自治区）のソバが日

本の消費量の 70％以上を占めている。日本の作付面積は約４万 ha、生産量は２万 6,000 ｔ

〔2002 年：国連食糧農業機関（FAO）〕である（添付資料 表－７及び８参照）。

（2）世界のソバ利用形態

　ソバは様々な形で利用されている。日本を除く主なものは以下のとおりである。

①　中　国

　雲南省の北部地域で麺、ギョウザやワンタンの皮、マンジュウなどに利用されてい

る。また、ソバ粉から酒、醤油、酢なども作られる。また、「ヘイロ」と呼ばれる内蒙

古風の押出しそばは代表的な家庭料理である。その他「モルンチフ」という練った

そばを猫の耳ほどの大きさに伸ばしてゆで、具入りのスープをかけて食べる。

②　大韓民国

　18世紀中ごろからそば粉を使った麺が食されており、「平壌冷麺」、レバーの臭みを

消す効果を利用した調理法などがある。

③　ネパール

　古くから主要な食料としてソバが栽培されており、「ディロ」というそばがきのよう
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なものや、「ロティ」としてそば生地を熱湯の中に押し出す食べ方、生地を揚げて食す

など特に山間部で利用されている。

④　ロシア

　そばの作付面積は100万haを超える。ソバは寒冷な気候のやせた土地でも生育する

ので古くから栽培されている。ha当たりの収量は290kgで生産国のなかでも低い。料

理方法としては、「カーシャ」という挽き割りそばを塩味に仕上げた「おかゆ」。バター

やゆで卵のみじん切りなどをのせて食べる。ロシア人の家庭料理である。その他「ブ

リヌイ」というそばクレープ料理がある。

⑤　フランス

　FAO資料によるとフランスの単位収量は高く、2.8ｔ /ha（2002年）で日本の４倍以

上の生産性である。そばの最善の食べ方として生み出されたそばクレープは「ガレッ

ト」とよばれる。そば粉に水と塩を混ぜフライパンで焼いたクレープである。「ブリ

ニ」はロシアのブリヌイがフランスに伝わったといわれ、そば粉に牛乳、バターを加

えて作ったクレープでキャビアや目玉焼きなどをのせて食される。

⑥　イタリア

　イタリアのそばは古く、12世紀に十字軍がイスラム圏からそば粉を持ち帰ったこと

からそば料理が始まったといわれている。小麦粉の普及に伴ってそばの消費は減少し

ているといわれるが、家庭料理の食材として利用されている。「ピッツオッケリ」はそ

ば粉で作るひも皮状のパスタ料理である。

１－５－２　ミャンマー国内における消費形態

　コーカン特別区やムセ地域では伝統的に在来種のソバやダッタンソバが栽培されている。コー

カン特区では市の日に取り引きされることもあるが基本的には自家消費であり、蒸しパンやそば

粉を米粒大にしたものを炊いて食べるほか、プリン状にして嗜好品として利用している。ムセ地

域ではラショーやクッカイ等であん入りのソバまんじゅうやクッキー類が製造され、域内で広く

販売されている。

　モンポーの市場ではソバを寒天状にしたものを丸い穴を利用した簡単な器具でトコロテン様に

かきとって味付けし食べさせる店がある。

　粗引きのそば粉はラショーやモンコーの市場で販売されており、容積当たりの単価で高級なコ

メと同等の値段で取り引きされている。

　また、モンコー地区のポゥンサイ村の中国人集落では、中国人商人が日本ソバの脱穀した「ム

キミ」を買い取りに来るなど中国との交易が行われており、中国市場も視野に入れた販路にも注

目すべきである。
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１－５－３　ミャンマー国内の市場について

　マンダレーのシュェ・ジー社（Shwe Kyee Bakery） のソバビスケットは３月 10 日より一般市

販を開始し、今後の販売状況が注目される。販売目標から予想される玄ソバの使用量は月間約30ｔ

と見込まれており、ソバ焼酎とソバ乾麺の製造にも関心を示している。コーカン特区のロンタン

郷の焼酎会社も意欲的で既にソバ焼酎試作の経験もあり、今後のソバプロジェクトとの連携が期

待される。

１－６　今後のソバプロジェクトと代替作物及び食用作物の増産について

　後述するように収益性の高いケシの栽培を急にやめた反動は住民の生活に深刻な影響を与えて

いる。日本ソバの導入は農民に現金収入の機会を提供し貢献してきたが、ケシの収益性を十分に

補完するものではない。ソバについてはこれまでの成果を基にその特性と利点を最大限に発揮さ

せ生産性と品質向上への努力を継続しつつ、その他の代替作物導入検討と住民の主食となってい

る穀作物の増産が急務である。

　聞き取り調査の結果から判断すると、従来から栽培してきた在来種の収量が肥料購入資金の不

足から大幅に低下している現状が確認されている。既に一部の地域では中国の新品種導入の事例

あん入りソバまんじゅうとクッキー

ラショーやクッカイのマーケットで販売されている。

モンポーのマーケットで試食した

トコロテン様ソバ加工品
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もみられる。ハイブリッド種子の利用も中国国境近くの一部地域にみられるが、継続的に高価な

種子を購入することは困難が伴うものと判断される。今後の食用作物増産は、まず農家に馴染み

のある在来種の生産性回復を先行しつつ新品種は自然交配種を条件の異なる試験レベルで並行的

に進め適応性を実証する必要があろう。生育期間の短い高収量品種の導入はその後作としてのソ

バをはじめとする作物の体系への組み込み可能性を高めることが期待されると同時に、施肥をは

じめとする改良技術が伴わねば特性である高収量性が発揮されない。投入増に伴う病害の発生や

条件適応上のリスク要因も予想されるので、緊急課題の認識はもちながら慎重な取り組みも同時

に必要である。

　調査期間を通じて見られた斜面の畑はきれいに耕され雨の到来を待っている。コーカン特区の

ラオカイでの10年間の観測平均は年間降雨量1,444mmであり、そのうち５月から10月の雨期に

1,300mm（90％）の降雨量を記録している（図１－４）。この雨期にトウモロコシ、水稲、陸稲

が作付けされるが、雨期の土壌流失は相当なものと考えられる。ケシの栽培がなくなり既に限界

に近い新規農地の開拓や常畑化が進む状況で土壌養分の収奪が激しくなると予想される。今後の

展開を考えると傾斜地農業技術を有する ICIMOD（International Center for Integrated Mountain

Development）やSALT（Sloping Agriculture Land Technique）の導入も検討に値する。また表土

流亡防止の観点から不耕起栽培も検討課題であろう。

１－７　ケシ撲滅後の住民生活への影響

　ケシの撲滅に伴い、現金収入源を断たれた農民の生活が困窮している。ケシを栽培してアヘン

の取り引きにより利益を得ていた農家はもとより、ケシ畑に労働機会を求めて収入を得ていた農

民が現金収入源を失い、多くの農家が困難に直面している。調査を通じて確認された、ケシ栽培

をやめてからの住民生活への影響は以下のとおりである。

（1）食糧作物の生産性低下に伴う食糧自給率の低下

　ケシ生産の中止に伴い、現金収入が減少した結果、食用作物（水稲、トウモロコシ、陸稲）

図１－４　ラオカイでの降雨量
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の生産に対する化学肥料などの生産資材投入の減少、あるいは無肥料での生産を余儀なくされ

ている事態が生じている。この結果主要穀物の生産性が低下し、食料購買力の低下とも相まっ

て食糧難に直面している。なかには陸稲の高収量品種の導入によって食糧自給をかなりの程度

で達成しているところもあるが、ケシ生産時代の余剰蓄積が残っているうちに作付転換ができ

た稀有な例である。しかし居住地に近い条件の良い土地は既に開発されており、生産性が低い

ことから放置されていた土地しか追加的耕地として残されていない。そのため条件の悪い遠隔

低生産地での生産は食糧自給率の低下を補うことにほとんど貢献できていない。さらに追加耕

地の開発は乱開発となり、森林の減少、土壌浸食、斜面崩壊、地下水涵養力の低下等の悪影響

を及ぼしている。

　　　

（2）労働機会の減少

　高い収益性に裏付けられたケシ畑の集約的な管理下では労働吸収力が高く、その労働対価は

10～ 20 元で、ケシの栽培適地をもたなかった農民の主要な収入源となっていた。現在は労働

機会が制限されているうえに労賃も低下しており、収入の減少を結果している。労働機会を求

めて山間部からドンシャン区のサトウキビ畑や、ワ地区、さらに中国など遠くまで出稼ぎに出

ることが多くなっている。

（3）家畜頭数の減少

　高い収益を保証していたケシに対しては集約的な肥培管理がなされ、厩肥や肥料の投入を収

益性の高さで支えており、家畜はケシの栽培にとっても重要であった。肥料購入資金などが不

足するケシ撲滅後の農家経済は生活維持のために家畜を売り払うという構造が進んでおり、農

業活動維持にとって重要な役割を果たしてきた家畜の減少は農業活動のバランスを崩しつつあ

る。本来、自然に順応しつつバランスをとった形で適当数の家畜を維持してきた農業形態が、

ケシの撲滅とともに変形しつつある。

（4）収入減よる健康への影響

　現金収入額の低下が疾病などの場合の支出を伴う医療サービスを受けることを制約して健康

維持に影響している。食糧不足に伴う栄養不足が拍車をかける形になっている。

（5）教育への影響

　ケシをやめて以降、収入減による教育費負担能力が低下し就学率が低下傾向にあるととも

に、教育施設（学校）の維持に支障が及んでいる。
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